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○議長（茅沼隆文） 

次に、日程第５ 認定第５号 決算認定について（給食事業特別会計）の細部説明

を担当課長に求めます。 

教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

それでは、朗読させていただきます。 

認定第５号 決算認定について。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２７年度開成町給食事業特別会計

歳入歳出決算は別冊のとおりにつき、監査委員の意見をつけて認定を求めます。 

平成２８年９月６日提出、開成町長、府川裕一。 

では、本誌２５１ページをお開きください。 

給食事業特別会計歳入歳出決算総額でございます。 

歳入。歳入予算現額８，８７２万７，０００円、歳入決算額８，６３９万５，０６

６円。歳出。歳出予算現額８，８７２万７，０００円、歳出決算額８，６００万２，

７３９円。歳入歳出差引額３９万２，３２７円、うち基金繰入額０円。 

平成２８年９月６日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、府川裕一。 

１ページおめくりください。２５２、２５３ページになります。 

歳入につきましては、１款諸収入から２款繰越金の構成となってございます。歳入

合計といたしまして、予算現額８，８７２万７，０００円、調定額８，６４８万９，

２６６円、収入済額８，６３９万５，０６６円、不納欠損額０円、収入未済額９万４，

２００円となってございます。収入未済につきましては、ここ数年０だったのでござ

いますが、残念ながら今回、開成南小学校と文命中学校で滞納が出てしまったところ

でございます。予算現額と収入済額との比較、２３３万１，９３４円の減でございま

す。 

次のページ、２５４、２５５ページにお進みください。 

歳出。１款給食事業費、２款予備費、こちらの歳出合計といたしまして、予算現額

８，８７２万７，０００円、支出済額８，６００万２，７３９円、翌年度繰越額０円、

不用額２７２万４，２６１円、予算現額と支出済額との比較２７２万４，２６１円と

なってございます。 

続きまして、附属資料になりますので、３５２ページをお開きください。 

こちらで昨年との比較でございます。歳入で２％、歳出で２．２％の減となってご

ざいます。こちらは、前年が給食の実数を多く見込んでおりましたので、こちらの差

が出ているものでございます。 

続きまして、学校別の給食費と実施回数のところでございます。給食月額について

は、２６年４月に改定しております。小学校が４，１００円、中学校が４，６００円、

幼稚園につきましては、園児が２，９００円、教職員が３，１００円となってござい

ます。１食当たりの単価については、小学校では２５０円、中学校は２９０円、幼稚

園につきましては、子どもが２２０円、大人が２４０円となってございます。給食回
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数につきましては、小学校が１８６回、中学校が１７５回、幼稚園が１４６回でござ

います。 

在籍数、子どもの数でございますけれども、こちらに記載してありますとおり、２

７年５月１日現在でございますが、開成小学校が４９４人、開成南小学校が５８４人、

文命中学校が５１７人、幼稚園が１６９人、合計としまして１，７６４名となってご

ざいます。 

続きまして、事業別の説明書で説明をさせていただきますので、８４、８５ページ

をお開きください。 

まず、給食事業の歳入でございますけれども、諸収入の部分で現年度分、開成小学

校、開成南小学校、中学校、幼稚園とございますけれども、こちらにつきましては、

幼児、児童・生徒と教職員、非常勤の給食の納付金の収納を行っていますので、こち

らの給食費の収入となってございます。 

続きまして、雑入につきましては、廃食油の売却代でございます。こちらにつきま

しては、年間の売却代ということで、２万７，１６２円を収納してございます。 

繰越金については、前年度からの繰越金ということで、２３万６，４２５円となっ

てございます。 

続きまして、１ページおめくりください。 

こちらが歳出となってございます。こちらにつきましても、各学校と園で給食食材

費ということでの支出ということでさせていただいております。 

続きまして、決算書の２６２ページをお開きください。 

こちらが実質収支に関する調書となってございます。 

１、歳入総額が８，６３９万５，０００円、２、歳出総額が８，６００万３，００

０円、３、歳入歳出差引額３９万２，０００円、４、翌年度へ繰り越すべき財源の１

から３につきましては全て０円でございます。５、実質収支額３９万２，０００円、

６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は０円でご

ざいます。 

以上、説明を終わらせていただきます。 

○議長（茅沼隆文） 

以上で認定第５号 決算認定について（給食事業特別会計）の詳細説明を終了いた

します。 

 


